
近年、年々厳しさを増す猛暑は、建設現場における安全確保や生産性確保の大きな課題と  

なっています。こうした状況を踏まえ、国土交通省は令和７年 12 月に「猛暑対策サポート   

パッケージ」を公表しました。 

この中で位置づけられた「技術提案評価型 S 型※１を活用した、作業環境の改善に資する施工  

方法・施工計画の工夫促進」について、全国の地方整備局等が発注する工事において試行を開始

します。猛暑対策に関する現場の創意工夫を評価することで、猛暑下での作業環境の改善と  

持続可能な建設現場の実現を目指します。 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 28 日 

大臣官房技術調査課 

 

猛暑対策の工夫を行う試行工事を開始します 
～総合評価において「猛暑対策」の提案を評価～ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

■ 試行内容 

全国の地方整備局等が発注する工事のうち、屋外での作業が多い工事等において、入札参加者  

からの技術提案として「猛暑対策」をテーマ設定し、提案を評価する試行制度に関する要領を定め、

試行を開始します。当該提案と価格との総合評価を行うことで、落札者を決定します。 

※１）技術提案評価型 S 型: 価格と価格以外の要素（品質など）を総合的に評価して落札者を決定する総合

評価落札方式のタイプの１つで、施工上の工夫等の技術提案と価格との総合評価を行う。 

 

■ 評価のポイントは「具体性」と「効果」 

技術提案は 

・猛暑下での施工効率化や省人化等に関する具体的な方法 

・それによる効果（短縮された時間）             等 

について、客観的・定量的な指標等に基づいて評価します。 

 

■ 期待される効果 

本試行は、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現に向けて行う取組であり、猛暑環境下に

おける作業時間の縮減を通じた、作業員の安全・健康確保等の効果が期待されます。 

 

 

＜問合せ先＞ 

大臣官房技術調査課 課長補佐 川面、係長 小林 

代表：03(5253)8111 内線(22334、22337)、直通：03(5253)8220 



総合評価落札方式における猛暑対策の取組評価の試行（案）

令和７年12月公表の猛暑対策サポートパッケージに位置づけた「技術提案評価型S型を
活用した、作業環境の改善に資する施工方法・施工計画の工夫促進」について、総合
評価落札方式における猛暑対策の取組評価の試行を実施予定であり、その旨を記載。

技術提案評価型Ｓ型

技術
提案
内容

評価方法

企業・技術者の能力等（実績）を点数評価

技術提案を点数評価

施工上の特定の課題等に対する工夫等

■総合評価落札方式のタイプ
・猛暑対策に関する技術提案テーマを設定、
評価

・技術提案は下記により評価
「具体的な方法・工夫」
「効果（時間）等」 （定量的指標）

・分任官工事等、猛暑対策の効果が大きいと
想定される工事で実施

・技術提案内容は精算時の費用計上の対象外

・提案時に示した効果が達成できなかった場合
は工事成績で減点 ※冷夏等の場合は、その限りではない

■技術提案のイメージ（定量的に評価）

○・猛暑下での施工の効率化に関する工夫
・それにより短縮する猛暑下での施工時間

○・猛暑下での施工現場の省人化に関する工夫
・それにより短縮する猛暑下での施工時間 等 施工時間短縮

イメージ
※効果は客観的なデータに基づくものとし、その算出根拠が提示されない場合は
評価しない

遠 隔 化 に よ り
猛暑下での施工
時間を短縮

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

作
業
時
間

開始 完了

提案を採用しない場合の作業時間

短縮

提案を採用した場合の作業時間

猛暑下での省人化
の工夫イメージ

この期間の作業時間を評価


